
                        令 和 ５ 年 ６ 月 １ ４ 日 
地域振興部スポーツ振興課 

 
深川スポーツセンター第２多目的室の設置について 

 

１ 経緯と概要 

○ 令和３年度に深川・有明スポーツセンター内レストランの事業者を公募 
○ 選定基準を満たす事業者がなかったため、令和４年度に庁内でレストランス

ペースの活用方法を検討 
○ 検討の結果、以下のとおり活用することを決定 

＜深川スポーツセンター＞ 多目的室 
＜有明スポーツセンター＞（仮称）有明こども図書館 

 

２ 施設名 

   深川スポーツセンター第２多目的室 

 

３ 施設規模・利用料金 

（１）面積  １０９㎡ 

（２）利用料金 

  江東区区民体育館条例に定める下記金額の範囲内において、指定管理者が

区長の承認を得て定める。 

  【参考】団体利用 

  （平日）８，５５０円 （土・日・休日）１０，３００円 

 

４ 改修工事期間（予定） 

  令和５年８月中旬～令和５年１０月末 

 

５ 利用開始日（予定） 

  令和５年１１月１日 

 

６ その他 

  既存の深川スポーツセンター多目的室は、「第１多目的室」とする。 
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